
東郷町公告 

 東郷町高速通信環境整備業務について、委託者の選定に係る公募を行うので公告

する。 

  令和３年４月２日 

                     東郷町長 井 俣 憲 治 

 

１ 委託業務 

 ⑴ 業務名 

   東郷町高速通信環境整備業務 

 ⑵ 路線等の名称 

   東郷町役場外４７ 

 ⑶ 業務場所 

   愛知郡東郷町大字春木字羽根穴１番地始 

 ⑷ 業務期間 

   環境の構築期間は契約締結日の翌日から令和３年１０月２９日まで 

   環境の利用期間は令和３年１１月１日から令和４年３月３１日まで 

 ⑸ 業務の概要 

   別紙１「東郷町高速通信環境整備業務仕様書」のとおり 

２ 参加資格 

  次に掲げるすべての要件を満たしていることを条件とする。 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しない者であること。 

 ⑵ 令和２年度・令和３年度東郷町入札参加資格者名簿に登録されている者であ

ること。 

 ⑶ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。 

 ⑷ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。 

 ⑸ 企画提案参加表明書提出期限から最優秀企画提案者決定までの間に、東郷町



指名停止取扱要領基づく措置を受けていない者であること。 

 ⑹ 企画提案参加表明書提出期限から最優秀企画提案者決定までの間に、東郷町

が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書（平成２４年１２月１９

日締結）」に基づく排除措置を受けていないこと。 

 ⑺ 民間企業又は国、地方公共団体に対して、公衆無線ＬＡＮ環境の整備及び運

用について導入実績があること。 

３ 提案内容 

  別紙１「東郷町高速通信環境整備業務仕様書」及び別紙２「東郷町高速通信環

境整備業務公募型企画提案実施要領」による。 

４ 審査基準 

  別紙３「東郷町高速通信環境整備業務提案評価方式」及び別紙４「東郷町高速

通信環境整備業務最優秀企画提案者決定基準」による。 

５ 参加表明の受付期間、提出方法及び提出先 

 ⑴ 受付期間 

   令和３年４月２日（金）から令和３年４月２３日（金）午後５時（必着） 

 ⑵ 提出方法 

   持参又は郵送とする。 

 ⑶ 提出先 

   東郷町 企画部 企画情報課 情報推進係 

   住所 〒４７０－０１９８ 愛知県愛知郡東郷町大字春木字羽根穴１番地 

６ 質問の受付期間、提出方法及び提出先 

 ⑴ 受付期間 

   令和３年４月１２日（月）午後５時まで 

 ⑵ 提出方法 

   電子メールとする。 

 ⑶ 提出先 

   東郷町 企画部 企画情報課 情報推進係 メールアドレス 

   tgo-joho@town.aichi-togo.lg.jp  

 ⑷ 質問に対する回答方法 



   全参加者からの質問に対する回答を取りまとめた上で、令和３年４月１９日

（月）に、全参加者に対して電子メールにより行う。 

 ⑸ その他 

   仕様書等に記載のある事項については回答しない場合がある。 

７ 提案書の受付期間、提出方法及び提出先 

 ⑴ 受付期間 

   令和３年４月２日（金）から令和３年４月３０日（金）午後５時（必着） 

 ⑵ 提出方法 

   持参又は郵送とする。 

 ⑶ 提出先 

   ５⑶と同じ 

８ プレゼンテーション実施日 

  令和３年５月１４日（金） 

  実施時間については後日指定する。 

９ 審査結果の通知日及び通知方法 

 ⑴ 通知日 

   令和３年５月１８日（火） 

 ⑵ 通知方法 

   電子メール及び選定結果通知書の郵送により通知する。 

10 その他 

  この公告に対する問合わせ先 

  東郷町役場 企画部 企画情報課 情報推進係 

  住 所 〒４７０－０１９８ 愛知県愛知郡東郷町大字春木字羽根穴１番地 

  電 話 ０５６１－５６－０７１７ 

  メール tgo-joho@town.aichi-togo.lg.jp  


